
【固定資産税（償却）】太陽光発電設備の申告フローチャート

スタート

償却資産として

申告は不要です。

※ただし、以下の場合には申告が必

要になることがあります。

・太陽光発電設備を増設した

・利用目的が家庭用ではなくなった

償却資産として

申告が必要です。

申告方法は税務課資産税係にお問

い合わせください。

※屋根の一部として設置されている

ソーラーパネルは、家屋評価の対象

となりますので、償却資産の申告・

課税対象外です。

太陽光発電設備は個人事業の

ために

A 一部でも使用している

B 全く使用していない

宮古市総務部税務課資産税係

〒027-8501 宮古市宮町一丁目１番30号

0193-68-9073（直通）

0193-62-2111（代表）
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太陽光発電設備の設置目的は

A 売電

B 家庭での利用

太陽光発電総出力規模は

A １０kw以上

B １０kw未満

個人事業を

A 営んでいる

B 営んでいない

太陽光発電設備を設置する所有者は

A 法人

B 個人

B


